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生 徒 心 得 

楽しく意義ある学校生活を過ごすために、中学生としての自覚を持ち、次のことを心がけよう。 

～学校生活の時間帯について～ 

1. 登校時間 : 8時 25分(8時以前には登校しないこと)  

2. 一般下校時間 ： 6限の時 15時 30分 

5限の時 14時 30分 

完全下校時間 : 通年で 16時 55分（１６時４0分活動終了） で設定 

3. その他 

・ 特別教室の移動は、休憩時間に完了する。 

・ 昼食時の休憩は、5限の開始 5分前(予鈴が鳴る)までとする。 

・ 終学活は最終の授業が終了して 5分後に開始する。 

・ 4限終了後 20分間は、昼食時間として、教室で過ごすこと。 

 

～校内生活の全般について～ 

＜届出及び連絡＞ 

・ 欠席(病気、忌引など)、遅刻は保護者を通じて、8:00～8:25 の間に学校に連絡するか、

保護者連絡ツール「すぐーる」を用いて連絡する。 

・ 早退などは必ず担任の先生に連絡すること。 

＜登下校＞ 

・ 登下校は ～4/20は高辻門、 4/21～は松原門 を利用すること。 

・ 自転車通学は禁止。 

・ 登下校の買い食いは禁止。学校が終われば寄り道をせずに家に帰ること。 

＜昼食・飲み物＞ 

・ 弁当または給食(希望制)。 

・ 弁当が準備できない場合は、前日または登校時に昼食を買って登校すること。 

※ゴミについては家庭に持ち帰る。学校のゴミ箱に捨てない。（借りたわりばしも含む） 

・ 弁当を忘れたときは朝のうちに先生に申し出ること。 

・ お茶、水、スポーツドリンク等の飲用を通年で認める。昼食時は、炭酸でないペットボトル 

  飲料等も可。 
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＜持ち物＞ 

・ 生徒証明書を必ず携行すること。 

・ 忘れ物をしないこと。(前日準備の習慣を身に付ける) 

・ 不必要なものは持ってこないこと。(不要なお金、マンガ、ゲーム、お菓子、携帯電話など) 

・ 自分の持ち物にはすべて名前を書いておくこと。落とし物は、先生に申し出ること。 

＜その他＞ 

・ 無断で校外に出ないこと。 

・ 他のクラスへの出入りはしないこと。 

・ 他学年のフロアに行かない。（どうしても用がある場合は学年の先生に申し出る） 

・ 行事があるときは、その時の約束事を守ること。 

・ 登下校、特別教室の移動等で、グラウンドを横断しないこと。 

＜頭髪などについて＞ 

・ 中学生らしく自然に整えよう。 

・ パーマ・染色など頭髪に加工を加えない。 

・ 頭髪を華美にせず、奇抜な髪型にしない。 

・ アクセサリー類をつけない。（ピアスは穴もあけない） 

＜掲示・放送＞ 

1. 掲示板や放送は注意して見聞きすること。 

2. 掲示物や放送を行う場合は先生の許可を受け、きまりにしたがって行うこと。 

＜公共物＞ 

1. 校舎、校具、掲示物、樹木など、公共物をたいせつに取り扱う。ガラス、校具などを破損 

した時は先生に申し出る。 

2. 特別に学校の施設や校具を使用したいときは係の先生の許可を受け、使用後は責任 

をもって後始末(清掃、戸締まり、火の用心)をする。 

＜美化・保健＞ 

1. 清潔な環境で学習できるように、常に自分の周囲の美化整とんに心がける。 

2. 病気や負傷の場合は先生に申し出て、保健室で手当を受ける。 

3. 休憩時には教室の窓を開ける。 
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＜服装について＞ 

基本的な考え方： 松原中学校の生徒としてふさわしい清潔な服装をしよう。 

  おしゃれをせずとも輝く人間性を身につけよう。 

項 目  

校章マーク 左胸につける（エンブレム・刺繍） 

上着（ブレザー） 濃紺の標準服（変形は禁止） 

ポロシャツ 
学校販売のものを着用する 

※シャツは中に入れて着用し、出さない 

ベスト・セーター 

通学服の下に着るため比較的薄手のもの、また派手でないものを着用する 

ベスト・セーターでの登下校を認める。ただし その上から防寒着を着ることは認めない 

カーディガンは不可 

トレーナー 
学校販売のものを着用する 

※トレーナーは体育時、部活動時、学校行事の時などに着用する 

ベルト 派手でないもの 

ズボン 学校販売のものを着用する（変形は禁止） 

スカート 
学校販売のものを着用する（変形は禁止） 

※スカート丈はひざにかかる程度の長さ 

靴下 

靴下は、学校生活にふさわしいもの、また派手でないものとする 

タイツは靴下に準ずる 

※ニーハイソックス、ルーズソックスは不可 

靴 教科の授業・学校行事など、学校生活に適した運動靴 

帽子 登下校時、体育の授業時に着用してよい 

防寒着 

防寒具 

防寒着（コートやジャケット等）はブレザーの上から着用可 

防寒具としてマフラー、ネックウォーマー、手袋等を着用してもよい                  

                                    ※特例措置は別途、生徒指導部より連絡 

その他 学校行事（校外学習）などの時は別途定める 

 


